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松戸市教育委員会 

本ガイドラインは、現在の新型コロナウイルス感染状況や国、千葉県か

らの情報をもとに作成しており、今後も、加除修正があります。最新の知

見や状況、国や千葉県の動向をふまえ、随時、更新していきます。 
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学校における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン 

令和２年５月２２日版 

松 戸 市 教 育 委 員 会 

 

 

１ 概要 

千葉県教育委員会より「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策

ガイドライン（令和２年５月１８日版）」が作成され、各校の実態に応じた「学

校における新型コロナウイルスの感染および感染拡大防止」の取組を進めてい

くことが求められています。 

松戸市においては、千葉県内他市町村と比較すると感染者数が多くなってい

ることや東京都と隣接していること等、松戸市の実態も考慮し、学校再開に向

け、感染拡大防止を徹底する必要があります。よって、松戸市独自のガイドラ

インを作成いたしました。 

本ガイドラインに沿いながら、学校再開や再開後の学校教育活動における感

染拡大防止の取組みをお願いいたします。 

また、このガイドラインは現段階においての考え方となります。今後の感染

の状況や国・千葉県の動向等で随時更新していくことになります。 

 

 

２ 基本的な感染拡大防止 

（１）学校生活全ての場面において、３密（密閉、密集、密接）にならないよう 

配慮する。 

 〇十分な換気を行う。 

・留意点 ①エアコンは外気が入らないため、エアコン使用時も換気を 

必要とする。 

②外気温との関係で、窓を閉めてエアコンを使用せざるを 

得ない場合は、休憩ごとに窓を開放し十分換気する。 

③２方向の窓を開ける。扇風機、換気扇等を活用する。 

 

   〇教室の座席の配慮をする。 

    ・留意点 ①座席間は、可能な限り距離を確保する。 

         ②座席を使用しない場合も、身体的距離を確保して対応す 

る。 

③対面とならない工夫をする。 
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   〇他の児童生徒との接触を伴う教育活動は行わない。 

・留意点 ①教材を共用する場合は消毒を実施する。 

     ②教材を共用する場合は、前後で手洗いをさせる。 

③音楽科における密閉状態での歌唱指導は、行わない。 

④家庭科・技術家庭科における調理実習は、行わない。 

⑤体育・保健体育科における児童生徒が密集する運動や児 

童生徒が近距離で組み合ったり、接触したりする場面が 

ある運動は行わない。  

⑥グループ学習は行わない。 

         ⑦発声への配慮をする。 

 

   〇通学路や昇降口で密集化しないための日程の工夫をする。 

    ・留意点 ①学級を２グループに分けての分散登校 

②登下校時間帯を分散させる。 

 

   〇休憩時間の過ごし方に留意する。 

    ・留意点 ①随時、窓を大きく開放し、換気をする。 

         ②活動後の手洗いを徹底させる。 

         ③トイレの使用の仕方、流しの使用の仕方を工夫し、密にな 

らないようにする。 

 

（２）手洗いうがいを徹底する。 

    ・留意点 ①石鹸による手洗いを行う。 

         ②必要に応じてうがいをさせる。 

③登校後（教室に入る前）、トイレ使用後、共用の教材・教 

具の使用前後、昼食の前後等、こまめな手洗いを行う。 

         ③複数回の手洗い指導を行い、徹底を図る。 

     ※手指用アルコール消毒は、流水での手洗いができない場合に補助 

的に使用するものとする。 

 

（３）マスク着用、咳エチケットの指導を徹底する。 

    ・留意点 ①学校教育活動においては、マスク着用を通常とする。 

         ②マスクは色柄や形状等を求めない。 

 

（４）健康観察カードのチェックの徹底、検温忘れへの対応 

【「４ 児童生徒の健康管理について」に記載】 
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（５）管理職による職員の健康管理を行う。 

【「５ 職員の勤務について」に記載】 

 

（６）児童生徒のソーシャルディスタンスへの意識や、他者への思いやりをはぐ 

くむ教育活動を実践する。 

【「９児童生徒等に対する正しい知識等の指導」に記載】 

 

（７）学校医・学校薬剤師等と連携し、保健管理体制を整えるとともに、教育 

活動全般を通じ、適切な清掃活動により環境を整え、的確な消毒活動に 

より、衛生を良好に保つよう努める。 

 

（８）感染拡大防止の主なポイントとは、 

   ①ウイルスを含む飛沫が、目、鼻、口の粘膜に付着するのを防ぐこと。 

   ②ウイルスが付着した手で、目、鼻、口の粘膜に接触するのを防ぐこと。 

 

３ 感染拡大防止をふまえた熱中症対策 

（１）これまで自宅待機となっていたことを念頭に置き、徐々に体を動かし、暑 

さに慣れさせる手だてを講じる。 

 

（２）マスクの着用が日常的になっているので、計画的でこまめな水分補給をさ 

せる。 

   〇教師の指示により、定期的に、水分補給をさせる。 

   〇個人の判断で、水分補給ができるよう指導する。 

    ・感染拡大防止 →個々に水筒を準備させる。個々に管理させる。 

→休憩中の水分補給は飛沫飛散防止のため、給食時 

 と同様に、会話を控え、自席で座って行う。 

 

（３）エアコンによる教室内の温度調節を適宜行う。 

・感染拡大防止 →常時、換気を行う必要がある。 

 

（４）自宅待機時も含めた「バランスのとれた食事」「適切な運動」「十分な休養・ 

   睡眠」を心掛けさせる指導を行う。 

 

４ 児童生徒の健康管理について 

（１）家庭と連携し、登校前の毎朝の健康観察を実施する。 

〇家庭において検温、風邪症状（発熱、せき、のどの痛み、だるさ、息苦 

しさ、筋肉痛・関節痛等）の確認をし、健康観察カードに記入。学校へ 

提出させる。 
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 〇同居人においても検温、体調管理に取り組んでもらう。 

〇本人および同居人に、発熱、風邪の症状がある場合は、登校を控え、自 

宅での休養を徹底する。 

〇健康観察等の確認は、昇降口等で行い、家庭で確認できなかった児童生 

徒は、教室に入る前に、検温、健康観察を行う。 

 

（２）登校後の体調の変化に留意する。 

   〇登校後の児童生徒に発熱、風邪の症状が見られた場合は、保護者に連絡 

を取り、安全に帰宅させ、症状がなくなるまで自宅で休養させる。 

   〇学校にとどまるケースについては、他の者との接触を可能な限り避け 

させる。 

    ・マスク着用、保健室等（個室）で待機させる。 

    ・複数人いる場合は、一人一人の距離を取って待機させる。 

    ・公共交通機関の利用は避けるよう伝える。 

   〇発熱および風邪の症状が見られた児童生徒と同様の症状がないか、同 

学級や近接学級の児童生徒の状況を確認する。 

 

（３）症状により、「帰国者・接触者相談センター」やかかりつけ医師等にすぐ 

に相談するよう家庭に連絡する。 

   〇息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいず 

れかがあるとき 

   〇基礎疾患があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状があるとき 

   〇上記以外で、発熱や咳など、比較的軽い風邪症状が続くとき 

    （４日以上は必ず相談） 

 

（４）児童生徒が感染者・濃厚接触者等になった場合は、適切に対応する。 

  【「６ 学校再開後の陽性者及び濃厚接触者等発生時の保護者・学校・関係 

   機間の対応について」に記載】 

 

５ 職員の勤務について 

（１）各自体調管理に努め、毎朝の健康観察を実施する。 

   〇児童生徒と日々接する立場として、日頃より体調管理に努める。職場は

もとより、職場外でも感染予防の徹底に努める。 

〇毎朝自宅で検温し、健康観察カード（職員用）へ記入、提出させる。 

    ・今後、配置される職員については、初日は、健康チェックカードで行 

い、以降、他の職員同様、健康観察カード（職員用）への記入を行う。 

〇本人および同居人に、発熱、風邪の症状がある場合は、出勤を控え、自 

宅での休養を徹底する。 
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   〇職員が自宅待機および感染者または濃厚接触者となった場合を想定し 

ておく。 

 

（２）学校内での密集を避ける。 

〇職員室の密集を避ける工夫、広い場所での会議開催、マスクの着用の徹 

底、換気の徹底等、可能な限りの配慮をする。 

   〇職員間でも他者との間隔を確保する。 

 

（３）職員が感染者・濃厚接触者等になった場合は、適切に対応する。 

  【「６ 学校再開後の陽性者及び濃厚接触者等発生時の保護者・学校・関係 

   機間の対応について」に記載】 

 

６ 学校再開後の陽性者及び濃厚接触者等発生時の保護者・学校・関係機関の 

対応について ※千葉県の対応と異なる松戸市の対応となります。 

 

（１）連絡体制の概要【別紙「新型コロナウイルス感染症発生時の対応」参照】 

 ①保護者→学校 

  〇第一報 保護者は、学校に連絡を入れる。 

       ※児童生徒等の同居人の中に感染した者がいるなど、当該 

児童生徒等が、濃厚接触者であることを把握した場合は、 

速やかに学校に知らせるよう、事前に保護者に依頼する。 

 

②学校→松戸市教育委員会（保健体育課） 

  〇新型コロナウイルス発生時提出基本書類の提出をする。 

・コラボノートに該当校の管理職のみ読み書きできるページを作成 

 

③松戸市教育委員会（保健体育課） 

→松戸健康福祉センター松戸保健所（以下、松戸保健所） 

  〇学校より提出いただいた書類を松戸市教育委員会保健体育課から松 

戸保健所へ提出する。 

 

④松戸保健所より「濃厚接触者の特定」の報告 

  〇松戸保健所から本人への聞き取り、学校における行動等を基に濃厚 

接触者の特定及び指導助言をもらう。 
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   〇同時に松戸市教育委員会と松戸保健所において 

   ・学校における活動の様態 

   ・接触者の多寡 

   ・地域における感染拡大の状況 

   ・感染経路の明否等 

   を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性につ 

   いて十分相談をする。 

あわせて、学校保健安全法第１９条に基づく出席停止の措置を行う。 

 

⑤学校における消毒を実施する。【「７ 校内の消毒について」に記載】 

 

（２）基本的な対応 

 ①陽性者となった場合の対応 

ア 児童生徒・教職員について 

〇本人が、治癒するまで出席停止または出勤停止となる。 

→濃厚接触者は松戸保健所により特定され、自宅待機等指示が出 

される。 

〇陰性判定後、２週間自宅待機後、出席・出勤が可能となる。 

 

イ 学校について 

   〇校内において陽性者が出た場合は、２週間の臨時休校を基本とす 

る。 

    →濃厚接触者の特定、学校の消毒等要件が満たされた後、松戸保健 

所と相談の上、学校の再開の時期を判断する。 

 

   ②濃厚接触者となった場合の対応 

ア 児童生徒・教職員について 

〇本人は、出席停止または出勤停止となる。 

※松戸保健所に指示された期間 

 

  イ 学校について 

   〇校内において濃厚接触者が出た場合は、３日～２週間の臨時休校 

とする。 

    →松戸保健所の指導に従い、消毒後、感染拡大の恐れがないとなっ 

た時点で学校を再開する。 
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③同居人が陽性者となった場合の対応 

  ア 児童生徒・教職員について 

   〇本人は、出席停止または出勤停止となる。 

    ※松戸保健所の指導のもと、要件を満たした時点で出席停止・出勤 

停止解除となる。 

  イ 学校について 

   〇臨時休校措置（最長期間２週間）をとるが、聞き取りや松戸保健所 

の指導等により学校を再開する。 

 

④同居人が濃厚接触者となった場合 

  〇すぐに出席停止措置等をとることはしないが、同居人に各症状等が 

でた時点で③と同様の扱いとする。 

 

⑤特定の地域におけるクラスターの発生や患者の発生状況により、感染 

が拡大するおそれがある場合 

  〇当該地域の学校を一定期間（基本２週間）休校する。 

    

（３）保護者及び児童生徒への連絡 

〇休校の場合は、保護者へ、学校より速やかにメールにて通知をする。 

○臨時休業に入る前に、学校が、臨時休業中の健康観察や学習課題等につ 

いて、児童生徒に連絡する。 

 

※上記の各対応については、今後の動向を踏まえ、修正を加えていく。 

 

７ 校内の消毒について 

（１）日常の消毒・清掃 

〇特に多くの児童生徒等が手を触れる箇所を１日１回以上消毒する。 

・ドアノブ、手すり、スイッチ、蛇口、流水レバー等を１日１回以上消 

毒する。 

・消毒の機会は、児童生徒の登校前・下校後、分散による入れ替わりの 

際等が考えられる。 

   〇次亜塩素酸ナトリウムを積極的に利用する。 

    ・管理は、児童生徒の手が届かないところにする。 

〇消毒を含め、ごみの処理については、当面の間、職員で行う。 

 ・換気、マスク着用、手袋使用等、感染防止対策を講じる。 

   〇トイレおよび流しは、当面の間、職員で行う。 

 ・換気、マスク着用、手袋使用等、感染防止対策を講じる。 
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（２）緊急時の消毒 

 〇発熱、風邪の症状等を訴え、帰宅する児童がいる場合は、当該児童の動 

線を踏まえた消毒を行う。 

    ・上記の場合のトイレの消毒は、便器・便座・ドアノブ・流水レバー等、 

可能な限りの消毒を行う。 

   〇臨時休業等の場合は、学校全体の消毒を行う。 

 

８ 校内体制の確認について 

（１）対策本部等の設置 

  〇学校全体で感染対策に取り組む体制、学校の規模や職員構成に応じた対 

策本部を設置する。 

・役割 

平 時 ：感染対策の検討・実施、児童生徒等及び教職員の健康状況 

確認 

感染者等発生時：対応の総括・指示、教育委員会や保健所との連絡、情報発 

信等 

 

   ・設置例 

     例１ 既存の委員会や防災組織等を利用して設置 

     例２ 基本メンバーと対応内容によるメンバーの増員 

     例３ 対策本部と小チーム設置 

        ※小チーム例 

保健衛生チーム：感染対策の指導・徹底、健康状況の集約、 

体調不良時の対応に係る体制整備等 

生徒支援チーム：健康状況確認の指揮、差別・偏見・いじめ 

防止、児童生徒の心のケア等 

教 務 チーム：時間割・日課の作成、授業形態の検討、学 

習内容の精選等 

         消 毒 チーム：日常的な消毒・緊急時の消毒の計画、消毒 

用物品の準備、役割分担等 

 

（２）連絡体制の確認 

  〇関係機関への連絡 

   ・松戸保健所、松戸市教育委員会、学校医等の緊急連絡先を共有する。 

  〇職員への連絡 

   ・分散時の連絡体制を維持し、連絡メール等を活用し、休日や夜間等連絡 

方法を明確にする。 
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   ・職員本人が陽性者となった時の休日及び夜間をふくめた連絡体制の確 

認をしておく。 

  〇保護者・児童生徒への連絡 

   ・学校ホームページ、メール配信、電話、訪問等、連絡体制を随時、確認 

し、更新する。 

 

９ 児童生徒に対する正しい知識の指導 

児童生徒等が、新型コロナウイルス感染症及びその感染予防対策について 

正しい知識を身に付け、自ら感染のリスクを避ける行動をとることができる 

よう、発達段階に応じた適切な指導を行う。 

 

（１）感染拡大防止に向けた内容の指導 

〇手洗いは接触感染を予防するのに効果があること。 

〇手洗いは正しい方法で行わないと予防にならないこと。 

〇飛沫感染を防ぐためにも、何もせずに咳やくしゃみをしたり、咳やくしゃ 

 みを手でおさえたりせずに、３つの咳エチケットを実践すること。 

＜３つの咳エチケット＞ 

① マスクを着用する。（口・鼻を覆う。） 

② マスクがないときは、ティッシュやハンカチで口・鼻を覆う。 

③ マスクがなく、とっさの時は袖で口・鼻を覆う。 

 

（２）個人として意識させる内容の指導 

〇感染症を予防するには、運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を 

続けることが有効である。 

〇感染症を予防するためにできることをしっかりやっていくことが大切で 

あり、自分の生活や体調を振り返り行動することが、感染拡大防止にもつ 

ながる。 

〇３つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り「密 

閉」「密集」「密接」しないようにする。 

〇ＳＮＳで氾濫しているうわさや流行、誤った情報に惑わされないよう注 

意する。 

〇心配なことがあったら、一人で抱え込まずに、周囲の人に相談する。 

〇感染者、濃厚接触者、医療従事者、社会機能の維持にあたる方等とその家 

族に対する誤解や偏見に基づく差別は許されないこと。 

 

※『新型コロナウイルス感染症の予防～子供たちが正しく理解し、実践で 

 きることを目指して～』（令和２年４月   文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm 
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１０ 給食および昼食時について 

（１）給食・昼食時の留意点 

  〇箸、スプーン等は、当面の間、各家庭から持参し、個々で管理させる。 

学校で洗うことはしない。 

 

〇配膳時は、マスクを着用する。また、児童生徒が間隔を開ける等の工夫 

を行う。 

   〇配膳を行う職員及び児童生徒等は、準備の前に、手洗いの徹底、マ 

スクの着用を確認する。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、 

衛生的な服装、手指の消毒等、配膳が可能であるかの点検を確実に行う。 

   〇配膳時に児童生徒用机の消毒をする。 

 〇食事前の手洗いを徹底する。（流しが混まないよう人数に留意する。） 

 〇会食時は、机を向かい合わせにせず、会話も控えるよう指導する。 

 

（２）アレルギー面談が実施できていない児童生徒がいるため、原因食材の入っ 

ている献立の場合は、家庭からの弁当持参をお願いする。 

 

※当面の間、給食室でパック詰めをする弁当方式で給食を提供する。 

 

１１ その他 

  〇外部からの来校者については、健康チェックカードの記入、マスク着用、 

   手洗いや手指消毒をお願いし、感染対策の徹底を図る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


